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(57)【要約】
【課題】外部機器との間で画質調整のパラメータを共用
する電子カメラを提供する。
【解決手段】電子カメラは、複数の調整パラメータを用
いて画質調整を行う画像処理手段１３と、画質調整で用
いるパラメータ群、およびパラメータ群を適用する画質
調整アルゴリズムを含む第１画質調整情報を外部機器か
ら取得する情報取得手段１８と、取得した画質調整アル
ゴリズムに取得したパラメータ群を適用して画質調整す
るように画像処理手段１３を制御する制御手段１８とを
備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の調整パラメータを用いて画質調整を行う画像処理手段と、
　前記画質調整で用いるパラメータ群、および前記パラメータ群を適用する画質調整アル
ゴリズムを含む第１画質調整情報を外部機器から取得する情報取得手段と、
　前記取得した画質調整アルゴリズムに前記取得したパラメータ群を適用して画質調整す
るように前記画像処理手段を制御する制御手段とを備えることを特徴とする電子カメラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子カメラにおいて、
　前記第１画質調整情報はさらに、当該画質調整を表すアイコン情報、当該画質調整の名
称、および当該画質調整の特徴を示す情報を含むことを特徴とする電子カメラ。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子カメラにおいて、
　表示装置と、
　前記第１画質調整情報を複数有する場合、前記アイコン情報および前記画質調整の名称
の少なくとも１つを用いて前記第１画質調整情報を示すリストを前記表示装置に表示させ
る表示制御手段とをさらに備えることを特徴とする電子カメラ。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子カメラにおいて、
　前記表示制御手段は、前記リスト上で指示された第１画質調整情報に対応する画質調整
の特徴を示す情報を前記表示装置に表示させることを特徴とする電子カメラ。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の電子カメラにおいて、
　前記画質調整で用いるパラメータ群、および前記パラメータ群を適用する画質調整アル
ゴリズムを含む第１画質調整情報を記録媒体に記録する情報記録手段をさらに備えること
を特徴とする電子カメラ。
【請求項６】
　複数の調整パラメータを用いて画質調整を行う画像処理手段と、
　前記画質調整で用いるパラメータ群、および前記パラメータ群を適用する画質調整アル
ゴリズムを示すＩＤ情報を含む第２画質調整情報を外部機器から取得する情報取得手段と
、
　前記取得したＩＤ情報に対応する画質調整アルゴリズムに前記取得したパラメータ群を
適用して画質調整するように前記画像処理手段を制御する制御手段とを備えることを特徴
とする電子カメラ。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子カメラにおいて、
　前記取得したＩＤ情報に対応する画質調整アルゴリズムを有していない場合に報知する
報知手段をさらに備えることを特徴とする電子カメラ。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の電子カメラにおいて、
　前記第２画質調整情報は当該画質調整の名称を示す情報を含み、
　表示装置と、
　前記第２画質調整情報を複数有する場合、前記画質調整の名称を用いて前記第２画質調
整情報を示すリストを前記表示装置に表示させる表示制御手段とをさらに備えることを特
徴とする電子カメラ。
【請求項９】
　請求項６～請求項８のいずれか一項に記載の電子カメラにおいて、
　前記画質調整で用いるパラメータ群、および前記パラメータ群を適用する画質調整アル
ゴリズムを示すＩＤ情報を含む第２画質調整情報を記録媒体に記録する情報記録手段をさ
らに備えることを特徴とする電子カメラ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子カメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像処理による仕上がり画質をユーザが選択できるようにした電子カメラが知られてい
る（特許文献１参照）。引用文献１によれば、「ホワイトバランス設定」、「輪郭強調」
、「階調補正」、「カラーモード」、および「彩度設定」ごとの設定パラメータの組が、
あらかじめ「鮮やかに」などのキーワードに対応付けて記憶されている。電子カメラは、
ユーザによる選択操作で指示されたキーワードに対応するパラメータの組を読み出し、読
み出した各パラメータを用いて「ホワイトバランス設定」、「輪郭強調」、「階調補正」
、「カラーモード」、および「彩度設定」を行うことにより、画像の仕上がり画質を変更
する。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２１７４８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術では、画質調整のためのパラメータ情報を外部機器との間で共用したい場合に
対処できないという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（１）請求項１に記載の発明による電子カメラは、複数の調整パラメータを用いて画質調
整を行う画像処理手段と、画質調整で用いるパラメータ群、およびパラメータ群を適用す
る画質調整アルゴリズムを含む第１画質調整情報を外部機器から取得する情報取得手段と
、取得した画質調整アルゴリズムに取得したパラメータ群を適用して画質調整するように
画像処理手段を制御する制御手段とを備えることを特徴とする。
（２）請求項１に記載の電子カメラにおいて、第１画質調整情報はさらに、当該画質調整
を表すアイコン情報、当該画質調整の名称、および当該画質調整の特徴を示す情報を含ん
でもよい。
（３）請求項２に記載の電子カメラはさらに、表示装置と、第１画質調整情報を複数有す
る場合、アイコン情報および画質調整の名称の少なくとも１つを用いて第１画質調整情報
を示すリストを表示装置に表示させる表示制御手段とを備えてもよい。
（４）請求項３に記載の電子カメラにおいて、表示制御手段は、リスト上で指示された第
１画質調整情報に対応する画質調整の特徴を示す情報を表示装置に表示させることもでき
る。
（５）請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の電子カメラはさらに、画質調整で用い
るパラメータ群、およびパラメータ群を適用する画質調整アルゴリズムを含む第１画質調
整情報を記録媒体に記録する情報記録手段を備えてもよい。
（６）請求項６に記載の発明による電子カメラは、複数の調整パラメータを用いて画質調
整を行う画像処理手段と、画質調整で用いるパラメータ群、およびパラメータ群を適用す
る画質調整アルゴリズムを示すＩＤ情報を含む第２画質調整情報を外部機器から取得する
情報取得手段と、取得したＩＤ情報に対応する画質調整アルゴリズムに取得したパラメー
タ群を適用して画質調整するように画像処理手段を制御する制御手段とを備えることを特
徴とする。
（７）請求項６に記載の電子カメラはさらに、取得したＩＤ情報に対応する画質調整アル
ゴリズムを有していない場合に報知する報知手段を備えてもよい。
（８）請求項６または７に記載の電子カメラにおいて、第２画質調整情報は当該画質調整
の名称を示す情報を含んでもよい。さらに、表示装置と、第２画質調整情報を複数有する
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場合、画質調整の名称を用いて第２画質調整情報を示すリストを表示装置に表示させる表
示制御手段と備えてもよい。
（９）請求項６～請求項８のいずれか一項に記載の電子カメラはさらに、画質調整で用い
るパラメータ群、およびパラメータ群を適用する画質調整アルゴリズムを示すＩＤ情報を
含む第２画質調整情報を記録媒体に記録する情報記録手段を備えてもよい。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明による電子カメラでは、外部機器との間で画質調整のパラメータを共用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。図１は、
本発明の一実施の形態による電子カメラの要部構成を説明する図である。図１において、
カメラ本体２００に対して着脱可能に構成された撮影レンズの鏡筒１００が装着されてい
る。
【０００８】
　図２は、カメラ本体２００の背面図である。図２において、カメラ本体２００には、液
晶モニタ２１と、メニューボタン（MENU）２０１と、ファンクションボタン(F)２０２と
、拡大ボタン２０３と、実行ボタン(OK)２０４と、マルチセレクタ２０５と、削除ボタン
２０６とが配設されている。
【０００９】
　メニューボタン２０１は、後述する操作メニュー画面を液晶モニタ２１に表示させるた
めの操作部材である。ファンクションボタン２０２は、液晶モニタ２１に所定の表示を行
わせるための操作部材である。拡大ボタン２０３は、画像などを液晶モニタ２１に拡大表
示させるための操作部材である。実行ボタン２０４は、メニュー画面において選択されて
いる項目を実行させるための操作部材である。マルチセレクタ２０５は、液晶モニタ２１
の表示画面においてカーソル位置を上下左右へ移動させるための操作部材である。削除ボ
タン２０６は、画像などのデータを削除するための操作部材である。
【００１０】
　図３は、上述した電子カメラの回路構成を例示するブロック図である。ＣＰＵ１８はマ
イクロコンピュータなどによって構成され、カメラ本体２００の各ブロックから出力され
る信号を入力して所定の演算を行い、演算結果に基づく制御信号を各ブロックへ出力する
。
【００１１】
　メインスイッチ２２は、オン操作またはオフ操作に応じた操作信号をＣＰＵ１８へ出力
する。ＣＰＵ１８は、オン操作信号を受けた場合に不図示の電源回路から各ブロックへ電
源供給を開始させ、オフ操作信号を受けた場合には該電源回路から各ブロックへの電源供
給を停止させる。
【００１２】
　タイミングジェネレータ(TG)１７は、ＣＰＵ１８から送出される指示に応じてタイミン
グ信号を発生し、ドライバ１６、アナログ信号処理回路１１およびＡ／Ｄ変換回路１２の
それぞれにタイミング信号を供給する。ドライバ１６は、撮像素子１０に電荷を蓄積させ
、蓄積電荷を掃き出させるための駆動信号を上記タイミング信号を用いて生成し、生成し
た駆動信号を撮像素子１０へ供給する。
【００１３】
　撮像素子１０は、たとえばＣＣＤイメージセンサによって構成されている。撮像素子１
０は、撮影レンズ１００によって撮像面上に結像されている被写体像を撮像する。すなわ
ち、被写体像の明るさに応じた信号電荷を蓄積する。撮像は、たとえば後述する全押しス
イッチ２９のオン信号を受けたＣＰＵ１８がタイミングジェネレータ(TG)１７へ指示を送
ると開始される。
【００１４】
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　アナログ信号処理回路１１はＡＧＣ回路やＣＤＳ回路などを含み、撮像素子１０から出
力される光電変換信号（蓄積電荷）に対するアナログ処理（ゲインコントロール、ノイズ
除去など）を行う。Ａ／Ｄ変換回路１２は、アナログ処理後の撮像信号をディジタル信号
に変換する。
【００１５】
　半押しスイッチ２８およびレリーズスイッチ２９は、レリーズボタン（不図示）の押下
操作に連動してオン／オフされ、それぞれが操作信号をＣＰＵ１８へ出力する。スイッチ
２８からのオン信号は、レリーズボタン（不図示）が通常ストロークの半分程度まで押し
下げ操作されると出力され、半ストロークの押し下げ操作解除で出力が解除される。スイ
ッチ２９からのオン信号は、レリーズボタン（不図示）が通常ストロークまで押し下げ操
作されると出力され、通常ストロークの押し下げ操作が解除されると出力が解除される。
【００１６】
　測光装置２５は不図示の測光センサの検出信号を用いて被写体輝度を算出する。ＣＰＵ
１８は、設定されている撮像感度、装着されている撮影レンズ１００の情報、および算出
した被写体輝度を用いて公知の露出演算を行い、制御露出を決定する。露出演算モードは
、カメラ本体２００に設定されている露出演算モードに従う。被写体輝度の算出は、たと
えば半押しスイッチ２８のオン信号を受けたＣＰＵ１８からの指示に応じて行う
【００１７】
　焦点検出装置２６は、不図示のフォーカス検出センサの検出信号を用いて撮影レンズ１
００による焦点調節状態（デフォーカス量）を演算し、演算結果に応じて撮影レンズ１０
０内のフォーカス調節用の光学系の移動量を算出する。移動量情報を受けた撮影レンズ１
００側でフォーカス調節光学系を光軸方向へ進退移動させることにより、主要被写体に対
するフォーカス調節が行われる。この焦点検出処理は、たとえば半押しスイッチ２８のオ
ン信号を受けたＣＰＵ１８からの指示に応じて行う。
【００１８】
　ASIC(Application Specific Integrated Circuit)などで構成される画像処理回路１３
は画像処理を行う。画像処理回路１３は、ディジタル変換後の画像データに輪郭強調処理
、γ変換処理、ホワイトバランス処理などを行う。JPEG圧縮／伸張回路１４は、画像デー
タをJPEG形式で圧縮する圧縮処理、圧縮された画像データを伸長する伸長処理を行う。
【００１９】
　ＳＤＲＡＭ１９は、ＣＰＵ１８、画像処理回路(ASIC)１３、JPEG圧縮／伸張回路１４等
が処理の際に一時的にデータを格納する作業用メモリである。メモリ２０は、カメラ本体
２００の動作プログラムや設定情報等を記憶するＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ等の不
揮発性メモリである。ＣＰＵ１８は、液晶モニタ２１にメニュー画面や再生画像を表示さ
せるための表示データの生成も行う。生成された表示データは、ＳＤＲＡＭ１９に一次記
憶され液晶モニタ２１に表示される。
【００２０】
　記録媒体２７は、たとえば、フラッシュメモリカードなどのデータストレージ部材によ
って構成される。ＣＰＵ１８は、記録媒体２７に撮影画像などのデータを保存したり、記
録媒体２７に保存しているデータを読み出すことが可能である。
【００２１】
　本実施形態の電子カメラは、撮影画像に対する画質調整設定に特徴を有するので、以下
は画質設定動作を中心に説明する。図４は、画質調整に関する情報を格納するメモリ領域
を説明する図である。
【００２２】
（通常の画質調整）
　電子カメラは、複数通りの画質調整アルゴリズムを使い分けるように構成されている。
画質調整アルゴリズムは、たとえば、以下の４種類が上記メモリ２０内に設けられた画質
調整情報エリアに格納されている。
［１］スタンダード
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［２］ニュートラル
［３］ビビッド
［４］モノクローム
【００２３】
　「スタンダード」は、標準的な画像に仕上げる画質調整アルゴリズムである。「ニュー
トラル」は、素材の自然な色あいを重視して仕上げる画質調整アルゴリズムである。「ビ
ビッド」は、鮮やかな画像に仕上げる画質調整アルゴリズムである。具体的には、彩度を
高めて赤色と緑色を鮮やかに加工するとともに、コントラストを高めてシャープな画像を
得る。「モノクローム」は、白黒画像に仕上げる画質調整アルゴリズムである。画像処理
回路１３は、メニュー操作画面の中で設定（選択）操作された画質調整アルゴリズムを用
いて、撮影画像に対する画質調整処理を行う。
【００２４】
　各画質調整アルゴリズムは、画質調整処理で用いる複数のパラメータの組（以下パラメ
ータ群と呼ぶ）を変更可能に構成されている。パラメータ群は、たとえば「輪郭強調」の
強さを調整するためのパラメータ、「コントラスト」の強さを調整するためのパラメータ
、「明るさ」を調整するためのパラメータ、「彩度（色の濃さ）」を調整するためのパラ
メータ、および「色合い（色相）」を調整するためのパラメータを含む。
【００２５】
　パラメータの変更操作が行われていない場合の画像処理回路１３は、各画質調整アルゴ
リズムごとにあらかじめ設定されているパラメータ群（デフォルト値）を用いて、撮影画
像に対する画質調整処理を行う。標準パラメータ群は、たとえば、以下の４種類が上記メ
モリ２０内に設けられた標準パラメータ用エリアに、対応する画質調整アルゴリズムに関
連付けて格納されている。
［１］ＳＤ用デフォルト値
［２］ＮＬ用デフォルト値
［３］ＶＩ用デフォルト値
［４］ＭＣ用デフォルト値
【００２６】
　パラメータの変更操作が行われた場合の画像処理回路１３は、変更後のパラメータ群を
用いて、撮影画像に対する画質調整処理を行う。変更されたパラメータ群は、上記メモリ
２０内に設けられた変更パラメータ用エリアに、対応する画質調整アルゴリズムに関連付
けて格納される。図４の例では、標準のパラメータ群（ＶＩ用デフォルト値）から変更さ
れたパラメータ群（変更値）が、変更パラメータ用エリアに格納されている。
【００２７】
（画質調整アルゴリズムの追加）
　電子カメラは、画質調整アルゴリズムを追加可能に構成されている。追加する画質調整
アルゴリズムを格納する領域として、上記メモリ２０内に設けられた画質調整情報エリア
内に、４つの予約領域が確保されている。画質調整アルゴリズムが追加された場合、上記
予約領域に当該画質調整アルゴリズムが格納される。また、当該画質調整アルゴリズムで
使用される標準のパラメータ群（デフォルト値）は、上記メモリ２０内に設けられた標準
パラメータ用エリアに、追加した画質調整アルゴリズムに関連付けて格納される。
【００２８】
　画質調整アルゴリズムが追加された場合の電子カメラは、通常の画質調整で用いる４通
りの画質調整アルゴリズムと、追加された画質調整アルゴリズムとを使い分けることがで
きる。なお、追加された画質調整アルゴリズムを使う場合において、パラメータの変更操
作が行われていない場合に標準パラメータ群（デフォルト値）を用いる点、およびパラメ
ータの変更操作が行われた場合に変更後のパラメータ群を用いる点は、通常の画質調整で
用いる４通りの画質調整アルゴリズムの場合と同様である。
【００２９】
（変更後のパラメータ群の保存）
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　電子カメラは、変更後のパラメータ群を保存可能に構成されている。保存データを格納
する領域として、上記メモリ２０内に、標準パラメータ用エリア、変更パラメータ用エリ
ア、および画質調整ＩＤ用エリアをカスタム用（たとえばＣ-１～Ｃ-８）として確保する
。カスタム領域は、メモリ２０内および記録媒体２７にそれぞれ設けることも可能である
。
【００３０】
　たとえば、ＶＩ用画質調整アルゴリズムで使用される標準のパラメータ群（デフォルト
値）から変更されたパラメータ群をカスタム領域である「Ｃ-３」へ保存する場合を例に
あげる。変更後のパラメータ群（変更値）つまり、ＶＩ用画質調整情報で使用するＶＩの
変更パラメータ用エリアに記憶されている変更値および標準パラメータ用エリアに記憶さ
れているＶＩ用デフォルト値を、「Ｃ－３」のデフォルト値として標準パラメータ用エリ
アに記憶し、カスタム元の画質調整アルゴリズムを示すＩＤ（本例ではＶＩ）を画質調整
ＩＤ用エリアに記憶する。すなわち、「Ｃ－３」の画質調整ＩＤ用エリアにはＩＤ情報「
ＶＩ」が格納され、「Ｃ－３」の標準パラメータ用エリアにはＶＩ用画質調整アルゴリズ
ムで使用される登録時のパラメータ群（ＶＩベースのカスタムＣ－３用デフォルト値）が
格納される。なお、登録されているカスタム設定のパラメータ変更操作が行われた場合、
変更されたパラメータ群が該変更されたカスタム設定の変更パラメータ用エリアに記憶さ
れる。
【００３１】
　カスタム領域に変更後のパラメータ群が保存された場合の電子カメラは、通常の画質調
整で用いる４通りの画質調整アルゴリズム、および追加された画質調整アルゴリズムに加
えて、保存されたパラメータ群を使うこともできる。なお、保存されたパラメータ群を使
う場合において、当該パラメータ群を適用する画質調整アルゴリズムは、画質調整ＩＤに
よって示される画質調整アルゴリズムである。
【００３２】
　以上説明した画質調整設定の流れについて、図５以降に例示するメニュー画面を参照し
て説明する。ＣＰＵ１８は、メニューボタン（MENU）２０１（図２）の押下操作信号を受
けると、図５に例示する撮影メニュー画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００３３】
＜ピクチャーコントロール＞
　ＣＰＵ１８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を受けると
、操作信号に応じてカーソルを上下に移動させる。ＣＰＵ１８は、「ピクチャーコントロ
ール」上にカーソルが位置する状態（図６）で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受
けると、図７に例示するリスト画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００３４】
　「ピクチャーコントロール」のリスト画面（図７）は、（通常の画質調整）として上述
した４通りの画質調整アルゴリズムを使い分けるための操作画面である。図７において、
４通りの画質調整アルゴリズム「SDスタンダード」、「NLニュートラル」、「VIビビッド
」、および「MCモノクローム」がリスト表示されている。なお、画質調整アルゴリズムが
追加されている場合は、追加内容が表示リストに加えられる。
【００３５】
　ＣＰＵ１８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を受けると
、操作信号に応じてカーソルを上下に移動させる。ＣＰＵ１８は、たとえば「VIビビッド
」上にカーソルが位置する状態（図７）でマルチセレクタ２０５による右方向の操作信号
を受けると、図８に例示する調整操作画面を液晶モニタ２１に表示させる。図８は、パラ
メータ変更のための操作画面である。
【００３６】
　図８において、ＣＰＵ１８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作
信号を受けると、操作信号に応じてカーソルを上下に移動させる。また、マルチセレクタ
２０５による右方向または左方向の操作信号を受けると、操作信号に応じてカーソルで選
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択されている内容の変更を行う。たとえば「クイック調整」上にカーソルが位置する状態
（図８）で右方向の操作信号を受けた場合、「クイック調整」バー上の指標を右方向へ移
動させる（図９）。ＣＰＵ１８は、この状態で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受
けると、図１０に例示するリスト画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００３７】
　図１０によれば、「VIビビッド」に「＊」を付記して「VIビビッド*」と表記されてい
る。これは、標準のパラメータ群（ＶＩ用デフォルト値）が変更され、変更後のパラメー
タ群（変更値）が変更パラメータ用エリアに格納されたことを表す。ここで、「クイック
調整」は、１項目のバー操作によって複数のパラメータ（たとえば、輪郭強調、コントラ
スト、明るさ、彩度、色相など）をまとめて制御する調整のことをいう。
【００３８】
　「クイック調整」によらず、各パラメータごとにバー上の指標を移動させることにより
、対応するパラメータを個別に変更してもよい。たとえば、「輪郭強調」上にカーソルが
位置する状態（図１１）で右方向の操作信号を受けた場合、「輪郭強調」バー上の指標を
右方向を移動させる。ＣＰＵ１８は、この状態で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を
受けた場合も、図１０に例示するリスト画面を液晶モニタ２１に表示させる。標準のパラ
メータ群（ＶＩ用デフォルト値）が変更され、変更後のパラメータ群（変更値）が変更パ
ラメータ用エリアに格納される点は、上述した「クイック調整」時と同様である。
【００３９】
　ＣＰＵ１８は、図７または図１０のリスト画面を表示中に実行ボタン(OK)２０４の押下
操作信号を受けた場合、カーソルで示されている画質調整アルゴリズムおよび対応するパ
ラメータ群の情報を画像処理回路１３へセットする。これにより、画像処理回路１３が行
う画質調整処理は、「ピクチャーコントロール」による設定内容が反映される。
【００４０】
　図８または図９に例示した操作画面を表示している場合において、削除ボタン２０６の
押下操作信号を受けると、ＣＰＵ１８は変更内容をリセットする。具体的には、変更パラ
メータ用エリアに格納した変更後のパラメータ群（変更値）を削除することにより、標準
のパラメータ群（上記の例ではＶＩ用デフォルト値）へ戻す。標準パラメータ用エリアに
標準パラメータ群を格納してあるので、リセット処理が容易である。
【００４１】
＜カスタムピクチャーコントロール＞
　ＣＰＵ１８は、「カスタムピクチャーコントロール」上にカーソルが位置する状態（図
１２）で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、図１３に例示するメニュー画
面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００４２】
　「カスタムピクチャーコントロール」の操作画面（図１３）は、上述した（画質調整ア
ルゴリズムの追加）や（変更後のパラメータ群の保存）を行うための操作画面である。Ｃ
ＰＵ１８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を受けると、操
作信号に応じてカーソルを上下に移動させる。
【００４３】
（パラメータ群を選ぶ）
　ＣＰＵ１８は、「編集と登録」上にカーソルが位置する状態（図１３）で実行ボタン(O
K)２０４の押下操作信号を受けると、図１４に例示するリスト画面を液晶モニタ２１に表
示させる。
【００４４】
　図１４は、「カスタムピクチャーコントロール」で編集・登録対象とするパラメータ群
を選択するためのリスト画面である。図１４において、４通りの画質調整アルゴリズム「
SDスタンダード」、「NLニュートラル」、「VIビビッド*」、「MCモノクローム」と、２
通りのパラメータ群情報「C-2 FLOWER」と、「C-4 SNOW SCENE」がリスト表示されている
。
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【００４５】
　ここで、「SDスタンダード」、「NLニュートラル」、および「MCモノクローム」はそれ
ぞれの標準パラメータ群を表す。「VIビビッド*」は、上述した「ピクチャーコントロー
ル」により変更されたパラメータ群を表す。「C-2 FLOWER」および「C-4 SNOW SCENE」は
、以下に説明する手順によって登録されているパラメータ群を表す。
【００４６】
　ＣＰＵ１８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を受けると
、操作信号に応じてカーソルを上下に移動させる。ＣＰＵ１８は、たとえば「VIビビッド
*」上にカーソルが位置する状態（図１４）でマルチセレクタ２０５による右方向の操作
信号を受けると、図１５に例示する調整操作画面を液晶モニタ２１に表示させる。図１５
は、図８と同様のパラメータ変更のための操作画面である。この操作画面により、登録前
にパラメータを再度変更することができる。
【００４７】
　ＣＰＵ１８は、実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、図１６に例示するリ
スト画面を液晶モニタ２１に表示させる。図１６において、「C-1」～「C-7」は上述した
カスタム用領域（図４においてＣ-１～Ｃ-８）に対応する。ＣＰＵ１８は、既に登録され
ている「C-2」および「C-4」を除く「未登録」上（たとえば、「C-3未登録」）にカーソ
ルが位置する状態（図１６）で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、図１７
に例示する操作画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００４８】
　ＣＰＵ１８は、図１７の登録名変更画面を表示中に、マルチセレクタ２０５などの操作
信号に応じて登録名を付与する。ＣＰＵ１８は、実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を
受けると、たとえば「VIVID-2」としてパラメータ群を登録し、図１２の操作画面を液晶
モニタ２１に表示させる。たとえばカスタム領域Ｃ-３に登録して図１４と同様のリスト
画面を表示させる場合には、表示リストに「C-3 VIVID-2」が加えられる。
【００４９】
　ＣＰＵ１８は、図１４のリスト画面を表示中に実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を
受けた場合、カーソルで示されている画質調整アルゴリズムおよび対応するパラメータ群
の情報を画像処理回路１３へセットする。これにより、画像処理回路１３が行う画質調整
処理は、「カスタムピクチャーコントロール」による設定内容が反映される。
【００５０】
　なお、ＣＰＵ１８は、パラメータ群を適用する画質調整アルゴリズムをカメラが有して
いない場合には、当該パラメータ群について図１４の表示リストから除外する。
【００５１】
（パラメータ群を記録媒体へ保存する）
　ＣＰＵ１８は、「カスタムピクチャーコントロール」のメニュー画面において「メモリ
カードを使用」上にカーソルが位置する状態（図１８）で実行ボタン(OK)２０４の押下操
作信号を受けると、図１９に例示するメニュー画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００５２】
　図１９は、「メモリカード」を使用する場合の処理を選択するための操作画面である。
ＣＰＵ１８は、図１９の操作画面において「メモリカードにコピー」上にカーソルが位置
する状態で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、図２０に例示するリスト画
面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００５３】
　図２０において、「C-1」～「C-6」はメモリ２０に設けられたカスタム用領域（図４に
おいてＣ-１～Ｃ-８）に登録名を付与して格納されているパラメータ群を表す。ＣＰＵ１
８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を受けると、操作信号
に応じてカーソルを上下に移動させる。ＣＰＵ１８は、マルチセレクタ２０５による右方
向の操作信号を受けると、カーソルが位置する登録名のチェックボックスにチェックを付
与する。チェックが付与された登録名のパラメータ群が、メモリ２０から記録媒体２７へ
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のコピー対象になる。
【００５４】
　ＣＰＵ１８は、「選択終了」上にカーソルが位置する状態（図２１）で実行ボタン(OK)
２０４の押下操作信号を受けると、コピー対象である登録名のパラメータ群をカスタム画
調ファイルとして記録媒体２７へ記録し、「メモリカードへ保存しました」というメッセ
ージを液晶モニタ２１に表示させる。
【００５５】
（パラメータ群をカメラに保存する）
　ＣＰＵ１８は、図１９と同様の操作画面において「カメラに登録」上にカーソルが位置
する状態（図２３）で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、図２４に例示す
るリスト画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００５６】
　図２４において、「FLOWER」,「AUTUMN COLOR」,「SNOW SCENE」,「20070123」,…は記
録媒体２７に登録名を付与して記録されているカスタム画調ファイルを表す。カスタム画
調ファイルは、パラメータ群、当該パラメータ群を適用する画質調整アルゴリズムを示す
ＩＤ情報、当該パラメータ群を適用する画質調整アルゴリズムにおける標準のパラメータ
群を含むファイルである。ＣＰＵ１８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方
向の操作信号を受けると、操作信号に応じてカーソルを上下に移動させる。
【００５７】
　なお、記録媒体２７に追加用の画質調整アルゴリズムを含むベース画調ファイルが格納
されている場合は、当該ベース画調ファイルの登録名が図２４の表示リストにカスタム画
調ファイルと共に表示される。図２４において、「SEPIA DREAM」は追加のベース画調フ
ァイルを示す。なお、ベース画調ファイルのファイル名表示とカスタム画調ファイルのフ
ァイル名表示とを異なる表示形態で表してもよい。たとえばベース画調ファイル名にマー
ク（※マーク等）を付加したり、色を変更する。ベース画調ファイルは、標準パラメータ
群、この標準パラメータ群を適用する画質調整アルゴリズムを含むファイルである。
【００５８】
　ＣＰＵ１８は、メモリ２０内に追加済みの画質調整アルゴリズムを有するベース画調フ
ァイルについては、図２４の表示リストから除外する。また、ＣＰＵ１８は、適用する画
質調整アルゴリズムをカメラ内に有していない場合に、当該画質調整アルゴリズムで適用
されるパラメータ群を含むカスタム画調ファイルについても図２４の表示リストから除外
する。
【００５９】
　ＣＰＵ１８は、たとえば「AUTUMN COLOR」上にカーソルが位置する状態（図２４）でマ
ルチセレクタ２０５による右方向の操作信号を受けると、図２５に例示する調整操作画面
を液晶モニタ２１に表示させる。図２５は、パラメータ変更のための操作画面である。こ
の操作画面により、カメラへ保存する前にパラメータを再度変更することができる。
【００６０】
　カスタム画調ファイルのパラメータ群に対する調整操作画面では、ベース画調ファイル
のパラメータ群に対する変更操作の場合（図８、図１５）と異なり、「クイック調整」の
項目が選択できないように構成される。
【００６１】
　ＣＰＵ１８は、たとえば「AUTUMN COLOR」上にカーソルが位置する状態（図２４）で実
行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、保存対象である登録名の画調ファイルの
内容をメモリ２０へ記録する。
【００６２】
（パラメータ群を記録媒体から削除する）
　ＣＰＵ１８は、図１９（図２３）と同様の操作画面において「メモリカードから削除」
上にカーソルが位置する状態（図２６）で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受ける
と、図２７に例示するリスト画面を液晶モニタ２１に表示させる。
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【００６３】
　図２７において、「FLOWER」,「SEPIA DREAM」,「AUTUMN COLOR」,…は記録媒体２７に
登録名を付与して記録されているカスタム画調ファイルを表す。ＣＰＵ１８は、マルチセ
レクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を受けると、操作信号に応じてカーソ
ルを上下に移動させる。
【００６４】
　ＣＰＵ１８は、たとえば「AUTUMN COLOR」上にカーソルが位置する状態（図２７）で実
行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、図２８に例示するメッセージを液晶モニ
タ２１に表示させ、さらに実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けた場合は削除対象
である登録名の画調ファイルを記録媒体２７から削除する。
【００６５】
（パラメータ群をカメラから削除する）
　ＣＰＵ１８は、「カスタムピクチャーコントロール」のメニュー画面において「削除」
上にカーソルが位置する状態（図２９）で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受ける
と、図３０に例示するメニュー画面を液晶モニタ２１に表示させる。ＣＰＵ１８は、メモ
リ２０に追加ベース画調ファイルが格納されている場合は、カスタム画調ファイルと共に
追加のベース画調ファイルも液晶モニタ２１に表示する。しかし、メモリ２０内に該ベー
ス画調ファイルを元にしたカスタム画調ファイルが存在する場合は、当該ベース画調ファ
イルについて図３０の表示リストから除外する。ベース画調ファイルが削除され、使用で
きないカスタム画調ファイルがカメラ内に残ることを防止するためである。なお、メモリ
２０内に記憶されている追加のベース画調ファイル以外の「スタンダード」、「ニュート
ラル」、「ビビッド」、「モノクローム」のベース画調ファイルも削除対象としてもよい
。ただしこの場合、ベース画調ファイルが全て削除されるとカメラ本体２００内で画像処
理が不能となるため、メモリ２０内にベース画調ファイルが１つしか存在しない場合は当
該ベース画調ファイルの削除を禁止する。
【００６６】
　図３０において、「C-1」～「C-7」はメモリ２０に設けられたカスタム用領域（図４に
おいてＣ-１～Ｃ-８）に登録名を付与して格納されているパラメータ群を表す。ＣＰＵ１
８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を受けると、操作信号
に応じてカーソルを上下に移動させる。
【００６７】
　ＣＰＵ１８は、たとえば「C-2 FLOWER」上にカーソルが位置する状態（図３０）で実行
ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、図３１に例示するメッセージを液晶モニタ
２１に表示させ、さらに実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けた場合は削除対象で
ある登録名のパラメータ群をメモリ２０から削除する。
【００６８】
（パラメータ群の登録名を変更する）
　ＣＰＵ１８は、「カスタムピクチャーコントロール」のメニュー画面において「登録名
変更」上にカーソルが位置する状態（図３２）で実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を
受けると、図３３に例示するメニュー画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００６９】
　図３３において、「C-1」～「C-7」はメモリ２０に設けられたカスタム用領域（図４に
おいてＣ-１～Ｃ-８）に登録名を付与して格納されているパラメータ群を表す。ＣＰＵ１
８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を受けると、操作信号
に応じてカーソルを上下に移動させる。
【００７０】
　ＣＰＵ１８は、たとえば「C-2 FLOWER」上にカーソルが位置する状態（図３３）で実行
ボタン(OK)２０４の押下操作信号を受けると、図１７と同様の操作画面を液晶モニタ２１
に表示させる。
【００７１】
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　ＣＰＵ１８は、図１７の登録名変更画面を表示中に、マルチセレクタ２０５などの操作
信号に応じて登録名を付与する。ＣＰＵ１８は、実行ボタン(OK)２０４の押下操作信号を
受けると、新たな登録名に変更して図１２の操作画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００７２】
（ベース画調ファイル）
　ベース画調ファイルに含める内容について説明する。ベース画調ファイルは、
［ａ１］機種ＩＤ
［ａ２］画質調整ＩＤ
［ａ３］画質調整の名称（ASCII）
［ａ４］画質調整の略称（ASCII）
［ａ５］画質調整を示すアイコンデータ
［ａ６］画質調整の名称（各国語）
［ａ７］ヘルプ表示（各国語）
［ａ８］各国語フォントデータ
［ａ９］ファイル記載情報
［ａ１０］画質調整を示すマップ情報
［ａ１１］標準パラメータ群
［ａ１２］画質調整アルゴリズム
を含む。
【００７３】
　機種ＩＤ情報は、電子カメラの機種を示す情報である。画質調整ＩＤ情報は、画質調整
アルゴリズムを示す情報である。画質調整の名称は、たとえば「ビビッド」であり、画質
調整の略称は、たとえば「ＶＩ」である。画質調整を示すアイコンデータは、アイコン表
示する場合の表示データである。画質調整の名称は、各国言語による表示情報である。ヘ
ルプ表示情報は、各国言語による表示情報である。各国語フォントデータは、各国語フォ
ントの情報である。ファイル記載情報は、当該ファイルに関する情報である。画質調整を
示すマップ情報は、後述するマップ表示のための情報である。標準パラメータ群および画
質調整アルゴリズムは、上述したとおりである。
【００７４】
（カスタム画調ファイル）
　カスタム画調ファイルに含める内容について説明する。カスタム画調ファイルは、
［ｂ１］機種ＩＤ
［ｂ２］画質調整ＩＤ
［ｂ３］画質調整の名称（ASCII）
［ｂ４］ファイル記載情報
［ｂ５］パラメータ群
［ｂ６］標準パラメータ群
を含む。
【００７５】
　機種ＩＤ情報は、電子カメラの機種を示す情報である。画質調整ＩＤ情報は、画質調整
アルゴリズムを示す情報である。画質調整の名称は、たとえば「ビビッド」である。ファ
イル記載情報は、当該ファイルに関する情報である。パラメータ群および標準パラメータ
群は、上述したとおりである。
【００７６】
＜クイック調整＞
　図８、図９および図１５に例示したパラメータ変更のための操作画面のうち、「クイッ
ク調整」についてさらに詳細に説明する。図８、図９、および図１５において、クイック
調整バーの上の指標が左右２段階および中央（０）の５段階に移動可能に構成される。本
実施形態では、クイック調整の５段階のそれぞれについて、輪郭強調、コントラスト、明
るさ、彩度、色相の設定組合わせを図３４および図３５に例示するようにあらかじめ決め
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て、メモリ２０に格納しておく。
【００７７】
　ＣＰＵ１８は、クイック調整バーの上の指標位置に応じて図３４または図３５のテーブ
ルデータを読み出し、読み出したデータに応じて輪郭強調、コントラスト、明るさ、彩度
、色相の各パラメータについて、それぞれの調整値をまとめて変更する。
【００７８】
　たとえば、画質調整アルゴリズム「ビビッド」の標準パラメータ群に対してクイック調
整する場合、クイック調整バーの上の指標が中央（０）位置から右へ一段移動されれば、
ＣＰＵ１８は、図３５のクイック調整レベル「＋１」に対応するデータ「５，＋１，０，
＋１，０」を読み出す。そして、「輪郭強調」バー上の指標を「５」に、「コントラスト
」バー上の指標を「＋１」に、「明るさ」バー上の指標を「０」に、「彩度」バー上の指
標を「＋１」に、「色相」バー上の指標を「０」に、それぞれ移動させることにより、パ
ラメータ群を変更する。図３４および図３５のテーブルデータは、各パラメータを個別に
変更する場合のバー上の指標位置に対応するように定められている。
【００７９】
　図１１に例示した操作画面を用いてパラメータを個別に変更操作した後から「クイック
調整」する場合、個別に変更したパラメータの値と矛盾することがある。この場合のＣＰ
Ｕ１８は、図３６に例示するメッセージを液晶モニタ２１に表示させ、さらに実行ボタン
(OK)２０４の押下操作信号を受けた場合に個別に変更したパラメータの値を無効にし、「
クイック調整」によるパラメータ設定値を保存する。
【００８０】
＜マップ表示＞
　ＣＰＵ１８は、「ピクチャーコントロール」のリスト画面（図７または図１０）を表示
中にファンクションボタン(F)２０２の押下操作信号を受けた場合、画質調整を示すマッ
プ表示を液晶モニタ２１に表示させる。図３７は、図７のリスト画面に対応するマップ表
示画面を例示する図である。マップ表示は、パラメータ群のうち彩度を横軸で、コントラ
ストを縦軸でそれぞれ表すことにより、画質調整の特徴を二次元平面上に表したものであ
る。このような二次元平面表示をグリッド表示とも呼ぶ。
【００８１】
　図３７において、二次元平面上に「Ｖ」、「Ｎ」、および「Ｓ」が表示されている。「
Ｖ」は基本画調ファイル「ビビッド」に対応する標準パラメータのコントラストおよび彩
度を表す。同様に「Ｓ」は基本画調ファイル「スタンダード」に対応する標準パラメータ
のコントラストおよび彩度を表し、「Ｎ」は基本画調ファイル「ニュートラル」に対応す
る標準パラメータのコントラストおよび彩度を表す。「Ｍ」は基本画調ファイル「モノク
ローム」に対応する。「モノクローム」の場合は標準パラメータに彩度情報を含まないた
め、二次元平面の右端部にコントラスト情報のみを表す。
【００８２】
　マップ表示画面の右上部には、画質調整アルゴリズム「SD」（スタンダード）、「NL」
（ニュートラル）、「VI」（ビビッド）、および「MC」（モノクローム）がリスト表示さ
れている。ＣＰＵ１８は、マルチセレクタ２０５による上方向または下方向の操作信号を
受けると、操作信号に応じてリスト表示上でカーソルを上下に移動させる。ＣＰＵ１８は
、たとえば「VI」（ビビッド）上にカーソルが位置する状態で、マップ表示中の「Ｖ」を
他の「Ｓ」、「Ｎ」、および「Ｍ」に比べて異なる態様で強調表示（たとえば白地に黒文
字表示）する。
【００８３】
　ＣＰＵ１８は、マップ表示画面を表示中にマルチセレクタ２０５による右方向の操作信
号を受けると、図８に例示した調整操作画面を液晶モニタ２１に表示させる。また、ＣＰ
Ｕ１８は、マップ表示画面を表示中にファンクションボタン(F)２０２の押下操作信号を
受けた場合、図７のリスト画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００８４】
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　 図３８は、図１０のリスト画面に対応するマップ表示画面を例示する図である。図３
７と比べて、「VI」（ビビッド）と「VI＊」（ビビッド*）との差異がわかるように表記
されている。これは、標準のパラメータ群（ＶＩ用デフォルト値）による画質調整と、変
更後のパラメータ群（変更値）による画質調整とを二次元平面上で比較できるようにした
ことによる。
【００８５】
　ＣＰＵ１８は、「カスタムピクチャーコントロール」のリスト画面（図１４）を表示中
にファンクションボタン(F)２０２の押下操作信号を受けた場合にも、画質調整を示すマ
ップ表示（グリッド表示）を液晶モニタ２１に表示させる。図３９は、図１４のリスト画
面に対応するマップ表示画面を例示する図である。図３８と比べて、カスタム画調ファイ
ルに対応する２通りのパラメータ情報「２」（C-2）および「４」（C-4）が追加されてい
る点が異なる。
【００８６】
　ＣＰＵ１８は、マップ表示画面を表示中にマルチセレクタ２０５による右方向の操作信
号を受けると、図１５に例示した調整操作画面を液晶モニタ２１に表示させる。また、Ｃ
ＰＵ１８は、マップ表示画面を表示中にファンクションボタン(F)２０２の押下操作信号
を受けた場合、図１４のリスト画面を液晶モニタ２１に表示させる。
【００８７】
（重なり処理）
　「カスタムピクチャーコントロール」の場合は、基本画調ファイルの標準パラメータ情
報に加えて、カスタム画調ファイルのパラメータ情報をマップ表示する。このため、カス
タム画調ファイルが多数登録されている場合には表示内容が多くなる。図４０は、多数の
カスタム画調ファイルが登録されている場合のマップ表示画面を例示する図である。
【００８８】
　図４０において、３通りのパラメータ情報「６」（C-6）、「７」（C-7）および「８」
（C-8）がマップ上で共通する場合が例示される。この場合のＣＰＵ１８は、パラメータ
情報「６」（C-6）のみをマップ上に代表表示し、パラメータ情報「７」（C-7）および「
８」（C-8）のマップ表示を省略する。ＣＰＵ１８はさらに、画面右部のリスト表示にお
いて「６」（C-6）、「７」（C-7）および「８」（C-8）を相互にラインで結ぶことによ
り、これらがマップ上で共通することを表す。共通するパラメータ情報を代表表示する場
合、リスト表示において上位に表示されているものをマップ上で優先表示する。
【００８９】
（優先表示）
　図４１は、重なり処理を説明するためにマップ表示部分を抜粋した図である。図４１の
場合、カスタム画調ファイルに対応する２通りのパラメータ情報「２」（C-2）、および
「５」（C-5）がマップ上で共通する。ＣＰＵ１８は、画面右部のリスト表示において「
２」（C-2）、および「５」（C-5）を相互にラインで結ぶ。このとき、「５」（C-5）の
リスト順を「３」（C-3）、および「４」（C-4）と入れ替えることにより、マップ上で共
通する「２」（C-2）、および「５」（C-5）が連続するように表示する。図４１では、「
２」（C-2）上にカーソルが位置するので、マップ表示中の「２」を優先表示する。
【００９０】
　図４２は、カーソルが「５」（C-5）上に移動された場合のマップ表示画面を例示する
図である。この場合には、リスト表示において上位に表示されているものを優先表示する
代わりに、カーソル位置に対応するマップ表示中の「５」を優先表示する。
【００９１】
（オート設定を示す表示）
　パラメータ変更用の操作画面であって、図１１および図１５に例示したように各パラメ
ータごとにバー上の指標を移動させる場合は、「コントラスト」および「彩度」に関して
オート設定が可能に構成される。ＣＰＵ１８は、バー上の指標が左端の「Ａ」位置へ移動
された場合に当該パラメータをオート設定する。「コントラスト」に関してオート設定し
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た場合のＣＰＵ１８は、画質調整処理の対象とする画像から「コントラスト」の強さを決
めるパラメータを自動設定する。また、「彩度」に関してオート設定した場合のＣＰＵ１
８は、画質調整処理の対象とする画像から「彩度」を決めるパラメータを自動設定する。
【００９２】
　マップ表示において上述したオート設定を表す場合、ＣＰＵ１８はマップ上にラインを
引いてオート設定を表す。図４３は、カスタム画調ファイル「３」（C-3）においてパラ
メータ「コントラスト」がオート設定されている場合のマップ表示画面を例示する図であ
る。マップ表示中の「３」に加えてラインが縦に表示される。
【００９３】
　図４４は、カスタム画調ファイル「３」（C-3）においてパラメータ「彩度」がオート
設定されている場合のマップ表示画面を例示する図である。マップ表示中の「３」に加え
てラインが横に表示される。
【００９４】
　以上説明した実施形態によれば、次の作用効果が得られる。
（１）電子カメラが［１］～［４］の画質調整アルゴリズムを使い分けるように構成した
ので、１つの画質調整アルゴリズムに対してパラメータのみを変化させる場合に比べて、
撮影画像の仕上がりを広範囲に調整することができる。
［１］スタンダード
［２］ニュートラル
［３］ビビッド
［４］モノクローム
【００９５】
（２）画質調整アルゴリズムに適用する標準パラメータ群を変更可能に構成したので、撮
影画像の仕上がりを細かく調整することができる。
【００９６】
（３）変更したパラメータ群を保存可能に構成したので、保存しないで消失する場合に比
べてユーザの使い勝手をよくすることができる。
【００９７】
（４）変更後保存されているパラメータ群に対し、再度の変更および保存を可能に構成し
たので、ユーザの使い勝手をさらによくすることができる。
【００９８】
（５）変更後のパラメータ群とともに標準パラメータ群を保存しておくようにしたので、
リセット操作に応じて標準パラメータ群に設定を戻すことができる。標準パラメータ群へ
簡単に戻せるため、ユーザの使い勝手がよい。なお、カスタム画調をリセット操作した場
合は、該カスタム画調ファイルの標準パラメータ用エリアに記憶されている値、つまり、
カスタム画調ファイル登録時の調整値に戻る。
【００９９】
（６）変更後のパラメータ群（変更値）を保存する場合、上記標準のパラメータ群に加え
て、対応する画質調整アルゴリズムを示すＩＤ情報を保存するようにしたので、画質調整
アルゴリズムと分けて保存することができる。
【０１００】
（７）［１］～［４］の画質調整アルゴリズムの選択（ピクチャーコントロール）、およ
び変更後のパラメータ群の選択（カスタムピクチャーコントロール）は、それぞれが同様
のリスト画面の中から選べるようにしたので（図７、図１４）、撮影画像の仕上がり設定
を簡単な操作で選ぶことができる。
【０１０１】
（８）パラメータ群を適用する画質調整アルゴリズムがカメラに格納されていない場合に
は、当該パラメータ群について図１４のリスト表示から除外した。これにより、パラメー
タ群を選んだものの画質調整アルゴリズムに適用できないという事態を回避できる。
【０１０２】
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　なお、パラメータ群に対応する画質調整アルゴリズムがカメラに格納されていない旨を
知らせる（警告）メッセージを液晶モニタ２１に表示させる構成にしてもよい。
【０１０３】
（９）画質調整アルゴリズムを含むベース画調ファイルがメモリ２０に格納されている場
合であって、該ベース画調ファイルを元にして作成されたカスタム画調ファイルがメモリ
２０内に格納されている場合は、当該ベース画調ファイルを図３０の削除リストから除外
した。これにより、使用できないカスタム画調ファイルが生じるおそれを回避できる。
【０１０４】
　なお、使用できないカスタム画調ファイルが生じる旨を、該ベース画調ファイルを削除
する前に警告するメッセージを液晶モニタ２１に表示させる構成にしてもよい。
【０１０５】
（１０）電子カメラへ画質調整アルゴリズムを追加可能に構成し、追加用の画質調整アル
ゴリズムを含むベース画調ファイルが格納されている記録媒体２７からベース画調ファイ
ルの内容をカメラ内のメモリ２０へ記録するようにした。画質調整アルゴリズムが追加さ
れた電子カメラは、通常の画質調整で用いる［１］～［４］の画質調整アルゴリズムと追
加された画質調整アルゴリズムとを使い分ければ、撮影画像の仕上がりをさらに広範囲に
調整することができる。
【０１０６】
（１１）基本画調ファイルに［ａ３］画質調整の名称、［ａ１０］画質調整を示すマップ
情報や［ａ５］アイコン情報を含めたので、電子カメラへ画質調整アルゴリズムを追加す
る場合、追加用のリスト画面をユーザにとってわかりやすく液晶モニタ２１に表示させる
ことができる。
【０１０７】
（１２）電子カメラは、［ａ１１］標準パラメータ群、および［ａ１２］画質調整アルゴ
リズムを含む基本画調ファイルを記録媒体２７に記録可能に構成したので、電子カメラか
ら外部機器へ画像調整に必要な情報を容易に提供できる。
【０１０８】
（１３）電子カメラへ画質調整アルゴリズムに適用するパラメータ群を追加可能に構成し
、追加用のパラメータ群を含むカスタム画調ファイルが格納されている記録媒体２７から
カスタム画調ファイルの内容をカメラ内のメモリ２０へ記録するようにした。パラメータ
群が追加された電子カメラは、カメラが有する画質調整アルゴリズムに追加されたパラメ
ータ群を適用して画質調整すれば、撮影画像の仕上がりを細かく調整することができる。
【０１０９】
（１４）電子カメラは、［ｂ２］画質調整ＩＤ、［ｂ５］パラメータ群および［ｂ６］標
準パラメータ群を含むカスタム画調ファイルを記録媒体２７に記録可能に構成したので、
電子カメラから外部機器へ画像調整に必要な情報を容易に提供できる。
【０１１０】
（１５）画質調整アルゴリズムに適用するパラメータ群を変更操作する場合、１項目のバ
ー操作によって複数のパラメータ（輪郭強調、コントラスト、明るさ、彩度、色相）をま
とめて制御する「クイック調整」を可能にした。個々のパラメータを個別に変更操作する
場合に比べて、簡単に変更することができる。
【０１１１】
（１６）「クイック調整」と、個々のパラメータを個別に変更操作する調整方式とを選べ
るようにしたので、ユーザは好きな調整方式でパラメータ群を調整できる。
【０１１２】
（１７）パラメータ群を個別に変更操作した後から「クイック調整」された場合、個別に
変更した内容が無効になる（クイック調整による設定内容に更新する）旨のメッセージを
液晶モニタ２１に表示させるようにしたので、ユーザの意に反してパラメータが変わって
しまうおそれを低減できる。
【０１１３】
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　なお、「クイック調整」後にパラメータ群が個別に変更操作された場合にも、「クイッ
ク調整」により変更した内容が無効になる（個別調整による設定内容に更新する）旨のメ
ッセージを液晶モニタ２１に表示させるようにしてもよい。
【０１１４】
（１８）画質調整アルゴリズムに適用するパラメータ群のうち２つを軸とする二次元平面
上に、対応するパラメータ値をプロットするマップ表示で画質調整の特徴を示せるように
した。とくに、２軸を彩度およびコントラストとしたので、画質調整の特徴をわかりやす
く表現できる。
【０１１５】
（１９）複数の画質調整アルゴリズム（基本画調）およびパラメータ群（カスタム画調）
に対応させてそれぞれマップ表示したので、画質調整の差異をわかりやすく表現できる。
【０１１６】
（２０）プロット位置が重なる場合は所定のものを優先表示したので、複数のものが重な
って煩雑にならず、画質調整の特徴をわかりやすく表現できる。
【０１１７】
　なお、優先表示では優先対象のみを表示する他に、優先対象を一番上に表示し、他のも
のを影として表示することによって複数のものが重なっていることがわかるように表示し
てもよい。
【０１１８】
（２１）リストで上位のものを優先表示したり、リスト上で選択されたものを優先表示し
たりするので、ユーザが知りたい基本画調、カスタム画調に関して画質調整の特徴を表示
できる。
【０１１９】
（２２）画質調整アルゴリズムが「モノクローム」の場合はコントラスト情報のみを表す
ようにしたので、他の画質調整アルゴリズム（スタンダード、ビビッド等）との差異をわ
かりやすく表現できる。
【０１２０】
（２３）２軸に対応するパラメータ（彩度またはコントラスト）についてオート設定（電
子カメラが画質調整処理の対象とする画像からパラメータを自動で決める）されている場
合、マップ上にライン表示するようにしたので、オート設定時の画質調整の特徴もわかり
やすく表示できる。
【０１２１】
　なお、ライン表示する場合のラインの長さについて、オート設定される許容範囲に対応
する長さで表示するようにしてもよい。
【０１２２】
（変形例１）
　電子カメラは、撮影画像に対して画質調整処理を行わずに、「ピクチャーコントロール
」において選択されている画質調整アルゴリズムを含む基本画調ファイルを撮影画像のフ
ァイルと関連づけて記録媒体２７へ保存するモードを備えてもよい。
【０１２３】
　変形例１によれば、記録媒体２７に保存した撮影画像ファイルおよび基本画調ファイル
を外部機器（たとえば、パーソナルコンピュータ）でそれぞれ読み出し、外部機器が基本
画調ファイル内の画質調整アルゴリズムに基本画調ファイル内に記録されているパラメー
タ群を適用させることにより、該撮影画像に対する画像調整処理を行う。
【０１２４】
（変形例２）
　電子カメラは、撮影画像に対して画質調整処理を行わずに、「カスタムピクチャーコン
トロール」において選択されているカスタム画調ファイルを撮影画像のファイルと関連づ
けて記録媒体２７へ保存するモードを備えてもよい。
【０１２５】
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　変形例２によれば、記録媒体２７に保存した撮影画像ファイルおよびカスタム画調ファ
イルを外部機器（たとえば、パーソナルコンピュータ）でそれぞれ読み出し、外部機器が
カスタム画調ファイル内のＩＤ情報が示す画質調整アルゴリズムにカスタム画調ファイル
内に記録されているパラメータ群を適用させることにより、該撮影画像に対する画像調整
処理を行う。この場合は、ＩＤ情報が示す画質調整アルゴリズムをあらかじめ当該外部機
器内に保存させておく。
【０１２６】
（変形例３）
　図７、図１０、図１４、図１６、図２０、図２１、図２４、図２７、および図３３のリ
スト画面では、名称、アイコン、略称を全て併記するように表示しても、少なくとも１つ
を表示するようにしても構わない。
【０１２７】
（変形例４）
　基本画調ファイルおよびカスタム画調ファイルを記録媒体２７から読み出す例を説明し
たが、外部機器との間の通信（有線でも無線でもよい）によって取得するようにしてもよ
い。また、基本画調ファイルおよびカスタム画調ファイルを記録媒体２７へ保存する他に
、基本画調ファイルおよびカスタム画調ファイルを外部機器へ通信（有線でも無線でもよ
い）で送出可能に構成してもよい。
【０１２８】
（変形例５）
　電子カメラが有する基本画調（画像調整アルゴリズム）の数、外部から追加可能な画像
調整アルゴリズムの数、およびカスタム画調用エリア（Ｃ-１～Ｃ-８）の数は、上述した
値に限らず適宜変更して構わない。
【０１２９】
　以上の説明はあくまで一例であり、上記の実施形態の構成に何ら限定されるものではな
い。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の一実施の形態による電子カメラの要部構成を説明する図である。
【図２】カメラ本体の背面図である。
【図３】電子カメラの回路構成を例示するブロック図である。
【図４】画質調整に関する情報を格納するメモリ領域を説明する図である。
【図５】メニュー画面を例示する図である。
【図６】メニュー画面を例示する図である。
【図７】メニュー画面を例示する図である。
【図８】メニュー画面を例示する図である。
【図９】メニュー画面を例示する図である。
【図１０】メニュー画面を例示する図である。
【図１１】メニュー画面を例示する図である。
【図１２】メニュー画面を例示する図である。
【図１３】メニュー画面を例示する図である。
【図１４】メニュー画面を例示する図である。
【図１５】メニュー画面を例示する図である。
【図１６】メニュー画面を例示する図である。
【図１７】メニュー画面を例示する図である。
【図１８】メニュー画面を例示する図である。
【図１９】メニュー画面を例示する図である。
【図２０】メニュー画面を例示する図である。
【図２１】メニュー画面を例示する図である。
【図２２】メニュー画面を例示する図である。
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【図２３】メニュー画面を例示する図である。
【図２４】メニュー画面を例示する図である。
【図２５】メニュー画面を例示する図である。
【図２６】メニュー画面を例示する図である。
【図２７】メニュー画面を例示する図である。
【図２８】メニュー画面を例示する図である。
【図２９】メニュー画面を例示する図である。
【図３０】メニュー画面を例示する図である。
【図３１】メニュー画面を例示する図である。
【図３２】メニュー画面を例示する図である。
【図３３】メニュー画面を例示する図である。
【図３４】クイック調整用のテーブルデータを例示する図である。
【図３５】クイック調整用のテーブルデータを例示する図である。
【図３６】メニュー画面を例示する図である。
【図３７】マップ表示画面を例示する図である。
【図３８】マップ表示画面を例示する図である。
【図３９】マップ表示画面を例示する図である。
【図４０】マップ表示画面を例示する図である。
【図４１】マップ表示画面を例示する図である。
【図４２】マップ表示画面を例示する図である。
【図４３】マップ表示画面を例示する図である。
【図４４】マップ表示画面を例示する図である。
【符号の説明】
【０１３１】
　１３…画像処理回路
　１８…ＣＰＵ
　２０…メモリ
　２１…液晶モニタ
　２７…記録媒体
２００…カメラ本体
２０１…メニューボタン
２０２…ファンクションボタン
２０４…実行ボタン
２０５…マルチセレクタ



(20) JP 2009-44240 A 2009.2.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】
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【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４４】
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